
第13回定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制の

『決議内容の概要』
連結注記表
個別注記表

平成28年４月１日から

平成29年３月31日まで
　

　

　
「新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制の『決議内容の概
要』」、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に
基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、株主のみなさまに
提供しております。
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新株予約権等に関する事項
　
　
１ 新株予約権等に関する事項
　 (1)事業年度の末日において保険持株会社の役員が有している当該保険持株会社の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要
新株予約権
等を有する
者の数

取締役（社外役員
を除く。）

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第１回新株予約権（平成24年７月発行）
・新株予約権の数：524個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式52,400株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり68,500円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成24年８月１日から平成54年７月31日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

　３名

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第２回新株予約権（平成25年８月発行）
・新株予約権の数：299個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式29,900株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり114,300円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成25年８月２日から平成55年８月１日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

　３名

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第３回新株予約権（平成26年８月発行）
・新株予約権の数：331個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式33,100株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり115,300円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成26年８月２日から平成56年８月１日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

　４名

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第４回新株予約権（平成27年８月発行）
・新株予約権の数：278個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式27,800株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり170,800円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成27年８月４日から平成57年８月３日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

５名
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新株予約権等の内容の概要
新株予約権
等を有する
者の数

取締役（社外役員
を除く。）

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第５回新株予約権（平成28年８月発行）
・新株予約権の数：681個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式68,100株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり91,800円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成28年８月２日から平成58年８月１日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

６名

社外取締役 － －

監査役 － －
　

（注）1.新株予約権者は、当社、太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、又はＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険㈱
　 における各社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が当社の

営業日に当たらない場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができます。
新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとされてお

　 ります。
　 2.本表には、当社が当社の役員に対し、職務遂行の対価である金銭報酬債権と新株予約権の払込金額
　 の払込債務との相殺により交付した新株予約権を記載しております。

3.本表には、新株予約権の発行時点において、太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、及びＴ＆Ｄフィナ
　 ンシャル生命保険㈱の取締役又は執行役員であった当社取締役のうち、当社が当社の取締役として

新株予約権を交付し、かつ、太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、及びＴ＆Ｄフィナンシャル生命保
　 険㈱の各社の取締役又は執行役員としても新株予約権を交付した者を含み、当事業年度の末日にお
　 けるその人数は次の通りであります。
　 ・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第1回新株予約権(平成24年7月発行)： １名

・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第2回新株予約権(平成25年8月発行)： １名
・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第3回新株予約権(平成26年8月発行)： ２名

　 ・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第4回新株予約権(平成27年8月発行)： ３名
・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第5回新株予約権(平成28年8月発行)： ３名

4.本表には、新株予約権の発行時点において、太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、及びＴ＆Ｄフィナ
ンシャル生命保険㈱の取締役又は執行役員であった当社取締役のうち、太陽生命保険㈱、大同生命
保険㈱、及びＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険㈱の各社の取締役又は執行役員としてのみ新株予約権
を交付し、当社の取締役として新株予約権を交付していない者の人数は含んでおらず、当事業年度
の末日におけるその人数は次の通りであります。
・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第1回新株予約権(平成24年7月発行)： ３名
・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第2回新株予約権(平成25年8月発行)： ３名
・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第3回新株予約権(平成26年8月発行)： ３名
・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第4回新株予約権(平成27年8月発行)： ３名
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　 ・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第5回新株予約権(平成28年8月発行)： ３名
5.本表には、新株予約権の発行時点において、太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、及びＴ＆Ｄフィナ
ンシャル生命保険㈱の役員又は執行役員であった当社取締役に対し、当社を除く各社における職務
遂行の対価である金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務との相殺により交付した新株予
約権は含んでおらず、当事業年度の末日におけるその個数並びにその目的である株式の種類及び数
は次の通りであります。

　 ・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第1回新株予約権(平成24年7月発行)： 749個
　 （普通株式 74,900株）
　 ・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第2回新株予約権(平成25年8月発行)： 428個
　 （普通株式 42,800株）

・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第3回新株予約権(平成26年8月発行)： 458個
　 （普通株式 45,800株）

・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第4回新株予約権(平成27年8月発行)： 359個
　 （普通株式 35,900株）

・㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第5回新株予約権(平成28年8月発行)： 759個
　 （普通株式 75,900株）

(2)事業年度中に使用人等に交付した当該保険持株会社の新株予約権等
新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を

交付した者の数

使用人
（執行役員）

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第５回新株予約権（平成28年８月発行）
・新株予約権の数：164個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式16,400株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり91,800円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成28年８月２日から平成58年８月１日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

４名

子法人等の役員及
び使用人
（執行役員）

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス第５回新株予約権（平成28年８月発行）
・新株予約権の数：2,144個
・新株予約権の目的である株式の種類及び数：
　普通株式214,400株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額：新株予約権１個当たり91,800円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
　株式１株当たり１円
・新株予約権の行使期間：
　平成28年８月２日から平成58年８月１日まで
・新株予約権の主な行使条件：（注１）

41名

（注）１．新株予約権者は、当社、太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、又はＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険
㈱における各社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が当
社の営業日に当たらない場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができます。
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　 新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとされて
おります。

　 ２．本表には、当社が当社の使用人（執行役員）、並びに太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、及びＴ
＆Ｄフィナンシャル生命保険㈱の役員及び使用人（執行役員）に対し、各社における職務遂行の
対価である金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務との相殺により交付した新株予約権
を記載しております。

　 ３．子法人等の役員及び使用人（執行役員）とは、当社の役員又は使用人を兼ねている役員及び使用
人を除く子法人等の役員及び使用人をいい、本表には、新株予約権の発行時点において、太陽生
命保険㈱、大同生命保険㈱、及びＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険㈱の取締役又は執行役員であっ
た当社取締役又は執行役員に対し、当社を除く各社における職務遂行の対価である金銭報酬債権
と新株予約権の払込金額の払込債務との相殺により交付した新株予約権809個は含んでおりませ
ん。
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業務の適正を確保するための体制
１ 決議内容の概要
　当社は、会社法第362条第４項第６号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして法務省令で定める体制」（内部統制システム）の整備に向けて、以下の体制を構築
しております。本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内
容は以下のとおりです。

(1)法令等遵守体制
①「Ｔ＆Ｄ保険グループＣＳＲ憲章」、「Ｔ＆Ｄ保険グループコンプライアンス行動規範」及び「Ｔ＆Ｄ保
険グループコンプライアンス態勢整備基本方針」を制定し、法令等遵守に関する基本方針・遵守基準と
してこれらを取締役、監査役、執行役員及び使用人に周知し、コンプライアンスの推進に取り組む。
②取締役及び執行役員は、これらの法令等遵守に関する基本方針・遵守基準に則り、善良なる管理者の注
意をもって、会社のため忠実にその職務を執行する。
③取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役
を選任する。
④グループ全体のコンプライアンス態勢の監視及び改善等を目的としたグループ横断的な委員会を、取締
役会の下部組織として設置する。
⑤反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確に宣言し、具体的な手順を整備するとともに、すべての
取締役、監査役、執行役員及び使用人にこれを徹底させる。

⑥グループ内のすべての取締役、監査役、執行役員及び使用人を対象とした内部通報制度を整備する。そ
の制度では、守秘義務を負う外部の通報受付会社を通報先とし、さらに通報者に対する不利益な取扱い
の禁止を規程に定め、法令等違反行為を未然に防止又は速やかに認識するための実効性のある制度とす
る。
⑦使用人による不祥事故が発生した際の適正かつ迅速な対応方法及びその再発防止策の策定方法について
規程を定める。

(2)効率性確保体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月開催
するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催する。
②組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役及び執行役員等の職務執行に関する基本的職務・責任権
限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な運営を図る。
③コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から、監督と執行の責任の明確化を図るために執行役員制
度を採用する。
④グループの経営計画を適正に策定・運用するための規程を定め、それに基づき取締役会において経営計
画の大綱を策定のうえグループの中期的な経営計画を決定する。
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(3)情報保存管理体制
①取締役及び執行役員の職務執行に係る情報は、文書の管理に関する規程によって保管責任部署及び保管
期限を定め、適正に保管・管理する。
②グループの情報セキュリティに関するポリシー等の規程によって、グループの情報資産を適切に管理す
る方針を明確化し、当該情報資産を漏洩や改ざん又は事故や故障若しくは自然災害や火災による損害等
から保護する体制を整備する。

(4)統合的リスク管理（ＥＲＭ）体制
①グループのリスクの状況を把握し、経営の健全性を確保しつつ安定的な収益性向上を図るため、収益・
リスク・資本を一体的に管理するＥＲＭ（エンタープライズ・リスク・マネジメント）体制を整備する。
②グループにおけるリスク管理の基本的な考え方を定め、将来にわたる経営の健全性及び適切性を確保す
るため、グループ全体のリスク管理体制を整備する。
③グループにおけるリスクを統括管理する委員会を設置し、統一したリスク管理指標に基づくリスクの状
況についてグループ全体のモニタリングを通じて、グループ各社が抱える各種のリスクの状況を把握・
管理する。
④グループの危機事態への対応に関する基本方針及び基本的事項を定め、グループ全体の危機対応体制を
整備する。

(5)グループ内部統制
①グループ全体の健全性及びコンプライアンス態勢の確保による保険契約者等の保護を前提とし、グルー
プ企業価値の最大化を達成し、株主からの負託に応えるため、当社が直接的に経営管理する子会社と経
営管理に関する契約を締結し、グループにおける業務の適正を確保するための体制を整備するため、次
の項目を明確にする。
イ グループで統一すべき基本方針
ロ 当社と事前に協議すべき子会社の決定事項
ハ 子会社が当社に報告すべき事項
ニ 当社による子会社への指導・助言
ホ 当社による子会社への内部監査の実施

②上記の「当社と事前に協議すべき子会社の決定事項」には、グループ運営に影響を与える重要な決定と
して、株主総会付議事項、経営計画、決算方針等のほか、当社が直接的に経営管理する子会社がその他
グループ会社に対して行う経営管理のなかで重要な事項を含める。

(6)財務報告内部統制
①組織の内外の者がグループの活動を認識する上で、財務報告が極めて重要な情報であり、財務報告の信
頼性を確保することは組織に対する社会的な信用の維持・向上に資することになることを強く認識し、
財務報告に係る内部統制の整備及び適切な運用に取り組む。
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(7)内部監査体制
①グループにおける内部監査の実効性を確保するため、グループ内部監査基本方針及び内部監査規程に内
部監査に係る基本的事項を定め、内部監査部門の他の業務執行部門からの独立性を確保するとともに、
内部監査計画に基づき適切に内部監査を実施する。
②内部監査を通じてグループの内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことによ
り、業務の適正性を確保する。

(8)監査役監査実効性確保体制
〔監査役室の使用人の独立性確保に関する体制〕
①監査役の監査職務の補助及び監査役会の運営事務等を行うため、監査役室を設置し使用人を配置する。
また、監査役室の使用人の人事評価・人事異動等に関し、常勤監査役の同意を必要とし、取締役からの
独立性を確保する。

②使用人に対する指揮命令権は監査役に属すること、および監査役の命を受けた業務に関して必要な情報
の収集権限を有することを規程に定める。
③監査役又は監査役会より監査役室の要員等についての要請があれば取締役及び執行役員はこれを尊重す
る。

〔監査役への報告に関する体制〕
①取締役及び執行役員は、監査役に取締役会、経営会議等重要な会議を通じて業務執行状況を報告する。
②取締役、執行役員及び使用人は、監査役による会社の重要な決裁書及び報告書の閲覧に関し、必要と判
断した場合や監査役より要請があった場合は速やかに内容を説明する。

③取締役、執行役員及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役及び執行役員の職
務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制
度に基づき通報された事実、その他の監査役監査のため求められた事項を速やかに監査役に報告する。
④取締役及び執行役員は、子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人もしくはこれらの者から報告を
受けた者が、上記①～③に関し、確実に当社の監査役に報告する体制を整備する。

⑤監査役に上記①～④の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを規程
に定める。

〔その他監査役監査の実効性確保に関する体制〕
①取締役及び取締役会は監査役監査が円滑かつ効果的に実施されるよう環境整備に努める。
②監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針を規程に定め、監査役が監査の実施
にあたり必要と認めるときは弁護士その他のアドバイザーを任用する機会を保障する。
③代表取締役は監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題のほか監査上の重要課題、監査役監
査の環境整備等について意見を交換する。

④内部監査部門及び法令等遵守を担当する部門は、監査役と定期的に会合を持ち、対処すべき課題等につ
いて意見を交換する。
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連 結 注 記 表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　１ 連結の範囲に関する事項
（1）連結される子会社及び子法人等数 16社

会社名 太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱、T&Dフィナンシャル生命保険㈱、ペット&ファミリー少
額短期保険㈱、T&Dリース㈱、T&Dアセットマネジメント㈱、T&Dカスタマーサービス㈱、
T&Dコンファーム㈱、T&D情報システム㈱、東陽保険代行㈱、太陽信用保証㈱、㈱全国ビ
ジネスセンター、日本システム収納㈱、㈱大同マネジメントサービス及びその他２社

（2）主要な非連結の子会社及び子法人等 ０社

　２ 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 ０社
（2）持分法適用の関連法人等数 ３社

会社名 エー・アイ・キャピタル㈱、
Thuriya Ace Technology Co., Ltd.及びその他１社

なお、Thuriya Ace Technology Co., Ltd.については、平成29年２月１日に合弁により設立したこと
から当連結会計年度より持分法適用の関連法人等に含めております。

（3）持分法を適用していない非連結の子会社、子法人等及び関連法人等 ０社
（4）持分法適用の関連法人等の事業年度等に関する事項

持分法適用の関連法人等のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る
計算書類を使用しております。

　３ 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
一部の連結される子会社及び子法人等の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたって
は、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を
行っております。

　４ 会計方針に関する事項
（1）有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財
産として運用している有価証券を含む）の評価基準及び評価方法

　 ① 売買目的有価証券
　 ・時価法（売却原価は移動平均法により算定）
　 ② 満期保有目的の債券
　 ・移動平均法による償却原価法（定額法）
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　 ③ 責任準備金対応債券
　 ・移動平均法による償却原価法（定額法）
　 ④ その他有価証券

・時価のあるものは、連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により
算定）
・時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、取得差額が金利調整差額と認めら
れる公社債（外国債券を含む）については、移動平均法による償却原価法（定額法）

　 ・それ以外の有価証券については、移動平均法による原価法
その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
なお、一部の連結される子会社は、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国

通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処
理しております。
また、責任準備金対応債券のリスク管理方針の概要は次のとおりであります。

(太陽生命保険㈱)
アセットミックスによりポートフォリオ全体のリスク減殺効果を図り、負債コストを中長期的に上回
ることを目指したバランス型ALMに基づく運用方針をたて、管理しております。
このような運用方針を踏まえ、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び
監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づいて、以下の保険契約を
特定し小区分としております。

　 ・一般資産区分については、団体保険商品区分及びその他の商品区分等を除くすべての保険契約
・団体年金保険資産区分については、すべての拠出型企業年金保険契約及びすべての団体生存保険契
約

　 ・一時払終身・年金保険資産区分については、すべての保険契約
　 （追加情報）

　当連結会計年度末において、無配当一時払養老保険を対象とする小区分を一般資産区分へ統合し
ております。これは、当該小区分に係る責任準備金残高が減少したことに伴い、資産と負債のマッ
チングを利用した金利リスク管理を独立した小区分として行う意義が薄れたこと等によるものであ
ります。なお、この変更による連結貸借対照表及び連結損益計算書への影響はありません。

(大同生命保険㈱)
将来の債務履行を確実に行えるよう、保険商品の特性やリスク許容度を十分に考慮した資産運用方針
をたて、管理しております。
　このような運用方針のもと、保険商品の特性に応じた小区分を設定し、各小区分におけるデュレーシ
ョンのコントロールを図る目的で保有する債券については、責任準備金対応債券に区分しております。
なお、小区分は以下のとおり設定しております。
・一般資産区分における個人保険・個人年金保険
・無配当保険資産区分における個人保険・個人年金保険(今後５年超30年以内に発生する見込みのキ
ャッシュ・フローを対象)
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(T&Dフィナンシャル生命保険㈱)
保険商品の特性に応じて小区分を設定し、金利リスクを適切に管理するために、各小区分を踏まえた
資産運用方針を策定しております。また、責任準備金と責任準備金対応債券のデュレーションが一定幅
の中で一致していることを、定期的に検証しております。なお、小区分は次のとおり設定しておりま
す。
・個人保険(対象保険種類の将来支出の一定到達年齢以上部分)
・積立利率型個人保険
・積立利率型定額年金保険
ただし、一部保険種類及び一部給付部分を除く。

（2）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は時価法により処理しております。

（3）重要な減価償却資産の減価償却の方法
　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、主として定率法により、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備及び構築物を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法により行っております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物、建物附属設備及び構築物 ３～50年
　 器具備品 ２～20年
　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間（５年）に基づく定額法により行っておりま
す。

　 ③ リース資産
リース資産の減価償却は、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己

所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により、所有権移転外ファイナンス・リース取引
に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法により行っております。

（4）重要な引当金の計上基準
　 ① 貸倒引当金

太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱及びT&Dフィナンシャル生命保険㈱（以下「生命保険会社３社」と
いう）の貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基
準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に
対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権につ
いては、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額を計上しております。

定時株主総会招集通知/別冊/WEB開示分 （宝印刷）  2017年05月16日 21時20分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



11

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
（以下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を
計上しております。
上記以外の債権（正常先債権及び要注意先債権）については、過去の一定期間における貸倒実績から
算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額等を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し
ており、その金額は385百万円であります。
生命保険会社３社以外の連結される子会社及び子法人等については、重要性を勘案した上で必要と認
められる範囲で資産査定を実施し、その査定結果に基づいて上記に準じた引当を行っております。

　 ② 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上して

おります。
　 ③ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、一部の連結される子会社及び子法
人等の社内規程に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
　 ① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

　 ② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法
発生年度に全額を費用処理しております。

（6）価格変動準備金の計上方法
生命保険会社３社の価格変動準備金は、価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に
基づき算出した額を計上しております。

（7）外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。なお、在外の子会
社、子法人等及び関連法人等の資産、負債、収益及び費用は、同社の決算期末日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
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（8）重要なヘッジ会計の方法
(イ)太陽生命保険㈱のヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は、繰延ヘッジ処理及び時価ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満
たしている金利スワップについては特例処理及び振当処理の要件を満たしている通貨スワップについ
ては振当処理によっております。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
　 ａ．ヘッジ手段……金利スワップ
　 ヘッジ対象……貸付金、債券
　 ｂ．ヘッジ手段……通貨スワップ
　 ヘッジ対象……外貨建貸付金
　 ｃ．ヘッジ手段……為替予約
　 ヘッジ対象……外貨建資産
　 ｄ．ヘッジ手段……オプション
　 ヘッジ対象……国内・外国株式、国内・外国上場投資信託、国内債券
　 ｅ．ヘッジ手段……信用取引
　 ヘッジ対象……国内・外国株式、国内・外国上場投資信託
　 ｆ．ヘッジ手段……先渡取引
　 ヘッジ対象……国内・外国株式、国内・外国上場投資信託
　 ③ ヘッジ方針

資産運用に係るリスク管理の方針を踏まえた社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係るキャッシュ・
フロー変動リスク及び価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

　 ④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシ
ュ・フロー変動の累計を比較する比率分析等の方法により、半期ごとにヘッジの有効性を評価してお
ります。ただし、特例処理等によっている金利スワップ、振当処理によっている通貨スワップ、ヘッ
ジ対象資産とヘッジ手段が同一通貨の為替予約、国内・外国株式及び国内・外国上場投資信託をヘッ
ジ対象とするオプション、信用取引及び先渡取引、国内債券をヘッジ対象とするオプションについて
は、有効性の評価を省略しております。

(ロ)大同生命保険㈱のヘッジ会計の方法
　 ① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ処理を採用しております。なお、外貨建定期預金をヘッジ対象と
した為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段として為替予約取引を行い、ヘッジ対象は、保有目的がその他有価証券である外貨建の

有価証券及び外貨建定期預金としております。
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　 ③ ヘッジ方針
資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジ
しております。

　 ④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定には、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によって
おります。

（9）その他採用した重要な会計方針
　 ① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外
消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し５年間で均等償却し、
繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。

　 ② 責任準備金の積立方法
生命保険会社３社の責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金
については次の方式により計算しております。

　 ・標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第48号）
　 ・標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式

なお、大同生命保険㈱は、保険業法施行規則第69条第５項の規定に基づき、一部の個人年金保険の
年金支払いを開始した契約を対象に責任準備金を追加して積み立てております。

　 ③ 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結される子会社は、当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しており
ます。

　５ 会計方針の変更
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務
対応報告第32号 平成28年６月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附
属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による損益への影響は軽微であります。
　

　６ 追加情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当
連結会計年度から適用しております。
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連結貸借対照表の注記

　１ 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項
（1）金融商品の状況に関する事項

　 ① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、生命保険事業を主たる事業として各種生命保険の引受けを行っており、保険料とし
て収受した金銭等を有価証券、貸付金等の金融資産にて運用しております。
資産運用に際しては、お客さまからお預かりした保険料を効率的に運用するため、資本・収益・リス
クを一体的に管理するＥＲＭの考えに基づき、生命保険契約の負債特性を踏まえた長期に安定した収益
を確保できるポートフォリオを構築するとともに、健全性や公共性にも配慮しながら取り組む方針とし
ております。
なお、デリバティブ取引は、金融資産の運用に際して生じる価格変動リスク等をヘッジする目的で行

っているほか、一部現物資産を補完する目的で利用しております。
また、より一層財務内容の健全性を向上させることを目的として、劣後性資金（社債、借入金）の調
達を行っております。

　 ② 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産は、主に有価証券及び貸付金であります。
有価証券の種類は、国内外の公社債、株式、投資信託等であり、安定的な収益確保、市場見通しに基
づく運用、長期保有による運用等を目的に保有しており、これらは、発行体の信用リスク、金利、為
替、株式等の相場変動による市場リスク及び市場流動性リスクに晒されております。
貸付金には、保険契約者に対する保険約款貸付のほか、当該保険約款貸付以外の貸付で主に国内の企

業や個人向けの一般貸付があります。一般貸付は、安定的な収益確保を目的に実施しておりますが、貸
付先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。なお、保険約款貸付は、解約
返戻金の範囲内で行っており、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引は、主に金融資産の価格変動リスク等をヘッジする目的で株価指数先物取引、為替

予約取引、金利スワップ取引等を行うほか、一部で、現物資産をポートフォリオに組入れるまでの時間
的な問題を解消する等、現物資産を補完する目的で活用しており、投機的な取引は行っておりません。
取組みにあたっては、取引内容、ヘッジ対象、取引枠等の許容範囲を明確にするとともに、取組み状
況を適切に管理することにより、リスク管理の徹底を図っております。
なお、ヘッジとして取り組むデリバティブ取引に対するヘッジ会計の適用については、適用要件、対
象取引、有効性の評価方法及び指定方法を社内規程に明確に定め、貸付金等に係る金利スワップ、外貨
建資産に係る為替予約取引等を適用対象として適正に行っております。ヘッジの有効性の判定は、主に
へッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析の方法等によっております。
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　 ③ 金融商品に係るリスク管理体制
　 ａ 全般的なリスク管理体制

当社グループでは、主たる事業である生命保険事業の社会公共性等に鑑み、経営の健全性及び適切
性を確保するため、リスクを的確に把握し管理していくことを経営の重要課題のひとつとして位置づ
け、持株会社である当社がグループにおけるリスク管理の基本的な考え方を定めた「グループリスク
管理基本方針」を策定し、生命保険会社３社等において、各社の事業特性及びリスクプロファイルに
応じた適切なリスク管理体制を整備しております。
組織面では、グループにおけるリスクを統括管理するためグループリスク統括委員会を設置し、統
一したリスク管理指標に基づくリスクの状況等について、生命保険会社３社等から定期的及び必要に
応じて報告を受け、グループ各社が抱える各種リスクの状況を把握しております。また、当社は、必
要に応じて生命保険会社３社等に対し指導・助言を行うことにより、各社におけるリスク管理を徹底
し、グループ全体のリスク管理体制の強化に取り組んでおります。
生命保険会社３社は、リスク管理の徹底を目的としてリスクを統括する委員会等を設置するととも

に、資産運用部門の投融資執行部門と事務管理部門の分離、審査部門の独立、内部監査部門による内
部監査の実施など、内部牽制が働く体制としております。
なお、当社グループでは、リスクを経済価値ベースで収益・資本と一体的に管理するためグループ
ＥＲＭ委員会を設置し、ＥＲＭの推進・充実を通じて、安定的・持続的なグループ企業価値の増大に
取り組んでおります。

　 ｂ 市場リスクの管理
市場リスクに関しては、金利、株価、為替等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握
し、各資産のリスク特性に応じて適切なリスク管理を行うとともに、バリュー・アット・リスク（以
下「VaR」という。）を用いてポートフォリオ全体としてリスクを把握し、資金配分の見直しやリス
クヘッジなどによりリスクを適切にコントロールしております。

　 ｃ 信用リスクの管理
信用リスクに関しては、与信先ごとに付与した社内格付を活用してVaRを用いたリスクの計量化を
行い、ポートフォリオ全体としてリスクを把握・コントロールしております。また、リスクに応じて
業種や企業グループ単位での投融資限度額等を設定し、特定業種・企業グループへの与信集中を制御
しております。

　 ｄ 流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、リスク管理部門が流動性の高い資産の確保の状況、キャッシュフローの
状況、金融証券市場の動向、個別金融商品の状況等を把握することにより、一定の流動性を確保する
とともに、資金調達のために資産の流動化を円滑に行える体制を整備することを通じて、適切なリス
ク管理を行っております。

　 ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。
当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

①現金及び預貯金 862,425 862,425 ─
　ａ 有価証券として取り扱うもの 33,000 33,000 ─
　 ・その他有価証券 33,000 33,000 ─
　ｂ 上記以外 829,425 829,425 ─
②コールローン 11,302 11,302 ─
③買入金銭債権 141,242 145,443 4,200
　ａ 有価証券として取り扱うもの 135,509 139,537 4,027
　 ・満期保有目的の債券 51,368 55,396 4,027
　 ・その他有価証券 84,140 84,140 ─
　ｂ 上記以外 5,732 5,905 172
④金銭の信託 583,476 614,417 30,941
　ａ 運用目的の金銭の信託 6,195 6,195 ─
　ｂ 満期保有目的の金銭の信託 38,634 38,135 △499
　ｃ 責任準備金対応の金銭の信託 509,621 541,061 31,440
　ｄ その他の金銭の信託 29,025 29,025 ─
⑤有価証券 10,826,151 11,522,845 696,693
　ａ 売買目的有価証券 88,799 88,799 ─
　ｂ 満期保有目的の債券 1,409,025 1,649,993 240,967
　ｃ 責任準備金対応債券 2,735,848 3,191,574 455,726
　ｄ その他有価証券 6,592,477 6,592,477 ─
⑥貸付金 1,683,760 1,750,504 66,744
　ａ 保険約款貸付(＊1) 127,553 142,389 14,843
　ｂ 一般貸付(＊1) 1,557,565 1,608,114 51,900
　ｃ 貸倒引当金(＊2) △1,358 ─ ─

資産計 14,108,359 14,906,938 798,578
①短期社債 2,999 2,999 ─
②社債 50,095 51,046 951
③その他負債中の債券貸借取引受入担保金 114,804 114,804 ─
④その他負債中の借入金 64,603 64,935 332

負債計 232,502 233,786 1,283
金融派生商品(＊3)
①ヘッジ会計が適用されていないもの 9,761 9,761 ─
②ヘッジ会計が適用されているもの (29,942) (28,816) 1,126

金融派生商品計 (20,181) (19,055) 1,126
(＊1)差額欄は、貸倒引当金を控除した連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(＊2)貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(＊3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、( )で表示しております。
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資 産
　 ① 現金及び預貯金

時価は帳簿価額と近似していることから、主として当該帳簿価額によっております。
　 ② コールローン

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。

　 ③ 買入金銭債権
有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは⑤有価証券と同様な方法により、貸付金とし
て取り扱うことが適当と認められるものは⑥貸付金と同様の方法によっております。

　 ④ 金銭の信託
主として有価証券で運用する特定金外信託は⑤有価証券と同様な方法によっております。
また、上記以外に、金銭の信託内において為替予約取引、通貨オプション取引及び株価指数オプショ

ン取引等を利用しており、その時価は、為替予約については管理受託会社から入手した価格等を使用
し、通貨オプション及び株価指数オプション取引等については、取引先金融機関から提示された価格等
に基づき算定しております。

　 ⑤ 有価証券
株式は主として取引所の価格によっており、債券は日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統
計値又は取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託については、公表され
ている基準価格等によっております。
なお、非上場株式、組合出資金のうち組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と
認められるもので構成されているもの等については、含めておりません。
当連結会計年度末における当該有価証券の連結貸借対照表計上額は、外国証券142,135百万円、非上
場株式（関連会社株式を除く）19,290百万円、その他の証券14,025百万円、関連会社株式350百万円
であります。

　 ⑥ 貸付金
　 ａ 保険約款貸付

過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュフローを生成し、リスクフリー・レートで割り引い
て時価を算定しております。

　 ｂ 一般貸付
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異な
っていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、原則として当該帳簿価額によっておりま
す。
固定金利によるものは、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で
割り引いて時価を算定しております。
また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権については、見積将来キャッシュフローの
現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連
結決算日における連結貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をも
って時価としております。
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ただし、複合金融商品については、取引金融機関から提示された価格等によっております。
負 債

　 ① 短期社債
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。

　 ② 社債
取引先金融機関から提示された価格等又は、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを
加味した割引率で割り引いて時価を算定しております。

　 ③ 債券貸借取引受入担保金
短期間の取り組みであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

　 ④ 借入金
元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定して
おります。

金融派生商品
① 為替予約取引は、先物為替相場等を使用しております。通貨スワップ取引の時価は、管理受託会社か
ら入手した価格等を使用して算定しております。
② 金利スワップ取引の時価は、連結会計年度末現在の金利を基に、将来予想されるキャッシュ・フロー
を現在価値に割り引いて算定しておりますが、一部については取引先金融機関から提示された価格等に
基づき算定しております。
③ 株価指数先物、株価指数オプション、株価指数先物オプション、個別株式オプション、債券先物、債
券オプション、通貨オプション及び株式先渡取引の時価は、主たる取引所における最終価格又は取引先
金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているもののうち、為替予約等の振当処理及び金利スワップの特例処理
によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理しているため、その時価
は、当該外貨建金銭債権債務の時価に含めて記載しております。

　２ 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項
当社グループは、全国主要都市を中心に、主に賃貸用のオフィスビルを所有しており、当連結会計年度末
における当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額は202,753百万円、時価は244,850百万円であります。
なお、時価の算定にあたっては、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基
づく金額、その他の物件については公示価格等に基づいて自社で算定した金額によっております。
また、当連結会計年度末残高には、資産除去債務に関連する金額が152百万円含まれております。

　３ リスク管理債権の状況
貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は3,189百万円で
あり、それぞれの内訳は次のとおりであります。
（1）貸付金のうち、破綻先債権額は207百万円、延滞債権額は431百万円であります。上記取立不能見込額
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の直接減額は、破綻先債権額76百万円、延滞債権額106百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由によ
り、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令
第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている
貸付金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。
（2）貸付金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は、2,527百万円であります。

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として３ヵ月以
上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

（3）貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は23百万円であります。
なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、
延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

　４ 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は230,955百万円であります。

　５ 保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産及び負債の額
特別勘定の資産の額は84,797百万円であります。なお、負債の額も同額であります。

　６ １株当たりの純資産額
１株当たりの純資産額は、1,727円69銭であります。

　７ 契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額
契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。
当連結会計年度期首残高 105,311百万円
当連結会計年度契約者配当金支払額 37,713百万円
利息による増加等 27百万円
その他による減少額 58百万円
契約者配当準備金繰入額 25,374百万円
当連結会計年度末現在高 92,942百万円

　８ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は、次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 13,700百万円
貸出実行残高 3,017百万円
差引額 10,682百万円
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　９ 有価証券の貸付額

消費貸借契約により貸付けている有価証券の連結貸借対照表計上額は、307,735百万円であります。

10 劣後特約付社債
社債のうち20,000百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付
社債であります。

11 劣後特約付借入金
その他負債に計上している借入金のうち30,000百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨
の特約が付された劣後特約付借入金であります。

12 生命保険契約者保護機構に対する今後の負担見積額
保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当連結会計年度末における生命保険会

社３社の今後の負担見積額は、22,609百万円であります。
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

13 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法
太陽生命保険㈱は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金
負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して
おります。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める標
準地の公示価格、同条第２号に定める基準地の標準価格及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定
評価ほかに基づき、合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 平成14年３月31日

14 組織変更剰余金額
保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、太陽生命保険㈱63,158百万円、大同生命保険㈱

10,836百万円であります。

15 関連法人等の株式
有価証券には、関連法人等の株式350百万円を含んでおります。
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16 退職給付関係
退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。

（1）採用している退職給付制度の概要
国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、退職年金制度及び退職一時金制

度を設けています。
なお、一部の連結子会社は、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けています。
また、一部の連結子会社は、退職給付信託を設定しております。

　
（2）確定給付制度

　 ① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 157,819百万円
　勤務費用 6,715百万円
　利息費用 690百万円
　数理計算上の差異の発生額 △1,885百万円
退職給付の支払額 △7,521百万円
　過去勤務費用の発生額 △102百万円
退職給付債務の期末残高 155,716百万円

　 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
　

　 ② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 98,088百万円
　期待運用収益 755百万円
　数理計算上の差異の発生額 △1,455百万円
　事業主からの拠出額 7,201百万円
　退職給付の支払額 △5,420百万円
年金資産の期末残高 99,168百万円

　

③ 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給
付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 128,616百万円
年金資産 △99,168百万円
(うち退職給付信託) (△60,184百万円)

29,447百万円
非積立型制度の退職給付債務 27,100百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 56,547百万円

退職給付に係る負債 56,547百万円
退職給付に係る資産 ―
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 56,547百万円
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　 ④ 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 6,715百万円
利息費用 690百万円
期待運用収益 △755百万円
数理計算上の差異の費用処理額 △429百万円
過去勤務費用の費用処理額 △102百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 6,119百万円

　 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
　

　 ⑤ 年金資産に関する事項
　 イ 年金資産の主な内訳

債券 71.4%
生命保険一般勘定 11.9%
外国証券 8.0%
株式 5.4%
現金及び預金 2.6%
共同運用資産 0.8%
その他 0.0%
合計 100.0%

　 (注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が60.7％含まれております。
　

　 ロ 長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
を構成する様々な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　 ⑥ 数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.14％～0.80％
長期期待運用収益率 0.10％～1.90％

　

（3）確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、260百万円であります。
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17 税効果会計関係
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 繰延税金資産
　保険契約準備金 64,236百万円
　価格変動準備金 57,306百万円
　退職給付に係る負債 31,087百万円
　有価証券評価損 13,954百万円
　固定資産等処分損 5,656百万円
　賞与引当金 2,219百万円
　税務上の繰越欠損金 1,376百万円
　貸倒引当金 501百万円
　その他 16,137百万円
小計 192,476百万円
評価性引当額 △16,410百万円
繰延税金資産合計 176,066百万円

　 繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △122,768百万円
　有価証券未収配当金 △2,062百万円
　不動産圧縮積立金 △631百万円
　その他 △1,467百万円
繰延税金負債合計 △126,930百万円
繰延税金資産（負債）の純額 49,135百万円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 28.2％
（調整）
　評価性引当額 △ 5.1％
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％
　税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2％
　その他 △ 1.8％
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.1％
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18 担保に供している資産の額及び担保付債務の額
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
　担保に供している資産
有価証券(国債) 139,287百万円
有価証券(外国証券) 307,735百万円
金融商品等差入担保金 16,894百万円
　 計 463,916百万円
これらのうち、有価証券については、主にRTGS（国債即時決済用）専用口座借越枠用担保、有価証券担
保付債券貸借取引、先物取引委託証拠金等の代用として差し入れております。
　
　担保付債務
債券貸借取引受入担保金 114,804百万円

19 ストック・オプションに関する事項
(1)ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
　 事業費 348百万円
(2)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
　①ストック・オプションの内容

　
当社第１回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 7名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 40名

株式の種類別のストック・
オプションの付与数(注) 普通株式 449,600株

付与日 平成24年７月31日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。
権利行使期間 自 平成24年８月１日 至 平成54年７月31日
(注) 株式数に換算して記載しております。

　
当社第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 7名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 39名

株式の種類別のストック・
オプションの付与数(注) 普通株式 235,500株

付与日 平成25年８月１日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。
権利行使期間 自 平成25年８月２日 至 平成55年８月１日
(注) 株式数に換算して記載しております。
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当社第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 6名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 41名

株式の種類別のストック・
オプションの付与数(注) 普通株式 231,300株

付与日 平成26年８月１日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。
権利行使期間 自 平成26年８月２日 至 平成56年８月１日
(注) 株式数に換算して記載しております。

　
当社第４回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 15名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 43名

株式の種類別のストック・
オプションの付与数(注) 普通株式 170,700株

付与日 平成27年８月３日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。
権利行使期間 自 平成27年８月４日 至 平成57年８月３日
(注) 株式数に換算して記載しております。

　
当社第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 10名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 48名

株式の種類別のストック・
オプションの付与数(注) 普通株式 379,800株

付与日 平成28年８月１日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。
権利行使期間 自 平成28年８月２日 至 平成58年８月１日
(注) 株式数に換算して記載しております。
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　②ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に
ついては、株式数に換算して記載しております。
ａ．ストック・オプションの数

当社第１回
新株予約権

当社第２回
新株予約権

当社第３回
新株予約権

権利確定前
　前連結会計年度末 ― ― ―
　付与 ― ― ―
　失効 ― ― ―
　権利確定 ― ― ―
　未確定残 ― ― ―
権利確定後
　前連結会計年度末 280,500株 180,000株 209,200株
　権利確定 ― ― ―
　権利行使 26,800株 18,900株 24,000株
　失効 ― ― ―
　未行使残 253,700株 161,100株 185,200株

当社第４回
新株予約権

当社第５回
新株予約権

権利確定前
　前連結会計年度末 ― ―
　付与 ― 379,800株
　失効 ― ―
　権利確定 ― 379,800株
　未確定残 ― ―
権利確定後
　前連結会計年度末 168,200株 ―
　権利確定 ― 379,800株
　権利行使 17,100株 ―
　失効 ― ―
　未行使残 151,100株 379,800株
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ｂ．単価情報
当社第１回
新株予約権

当社第２回
新株予約権

当社第３回
新株予約権

権利行使価格 1円 1円 1円
行使時平均株価 1,358円 1,428円 1,267円
付与日における公正な評価単価 685円 1,143円 1,153円

　
当社第４回
新株予約権

当社第５回
新株予約権

権利行使価格 1円 1円
行使時平均株価 1,026円 ―
付与日における公正な評価単価 1,708円 918円

　
(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は次
のとおりであります。

　 ①使用した算定技法
　 ブラック・ショールズ式
　 ②使用した主な基礎数値及びその見積方法

　
当社第５回新株予約権

株価変動性(注)1 36.84％
予想残存期間(注)2 5.89年
予想配当(注)3 30.0円
無リスク利子率(注)4 △0.273％

　 (注)1 平成22年９月13日から平成28年８月１日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算定し
ております。

　 2 付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
　 3 平成28年３月期の配当実績に基づき算定しております。
　 4 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率によっております。

(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。
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連結損益計算書の注記

　１ １株当たりの当期純利益の額
１株当たりの当期純利益の額は117円81銭であります。

２ 減損損失に関する事項
当連結会計年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。

(1)資産をグルーピングした方法
生命保険会社３社は、保険営業等の用に供している不動産等について、保険営業等全体で１つの資産グ
ループとし、それ以外の賃貸不動産等及び遊休不動産等について、それぞれの物件ごとに１つの資産グル
ープとしております。
なお、当社及び生命保険会社３社を除く連結される子会社及び子法人等は、事業の用に供している不動

産等について、各社ごとに１つの資産グループとしております。
(2)減損損失の認識に至った経緯
一部の保険会社の保険営業等の用に供しているグループについて、回収可能価額が帳簿価額を下回った

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
また、一部の賃貸不動産等について、市場価格の著しい下落や、賃料水準の低迷等による収益性の低下

が見られたことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上
しております。
(3)減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳
　 　 　 (単位：百万円)

用途 場所
種類

合計自社利用の
ソフトウェア 土地 建物等

保険営業等 東京都港区他 3,057 ─ 251 3,308
賃貸不動産等 山梨県甲府市など7件 ─ 845 626 1,471

　

(4)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、保険営業等については使用価値を、賃貸不動産等については使用価値及び正味売却価
額を適用しております。
なお、保険営業等の使用価値は、将来キャッシュ・フローを△0.18％で割り引いて算定し、賃貸不動産

等の使用価値は、将来キャッシュ・フローを5.60％～6.00％で割り引いて算定しております。また、賃
貸等不動産等の正味売却価額は原則として、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額
を差し引いて算定しております。
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連結株主資本等変動計算書の注記

　１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期首
株 式 数(株)

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数(株)

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数(株)

当連結会計年度末
株 式 数(株)

発行済株式
　普通株式 681,480,000 ― ― 681,480,000

自己株式
　普通株式 32,723,022 16,289,732 86,980 48,925,774

　 (注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加は、以下によるものであります。
　 平成28年５月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得13,525,600株
　 平成29年２月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得2,755,000株
　 単元未満株式の買取り9,132株
　 2 普通株式の自己株式の株式数の減少は、以下によるものであります。
　 ストック・オプションの行使86,800株
　 単元未満株式の買増請求180株

　
　２ 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

平成28年６月28日
定時株主総会 普通株式 19,462百万円 30.0円 平成28年

３月31日
平成28年
６月29日

平成28年11月11日
取締役会 普通株式 9,529百万円 15.0円 平成28年

９月30日
平成28年
12月５日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

平成29年６月28日
定時株主総会 普通株式 11,069百万円 利益剰余金 17.5円 平成29年

　３月31日
平成29年
６月29日

　 （注） 平成29年６月28日開催の定時株主総会の議案として付議する予定であります。

　３ 新株予約権等に関する事項
区分 新株予約権の内訳 当連結会計年度末残高

(百万円)
当社 ストック・オプションとしての新株予約権 1,178

重要な後発事象
　

該当事項はありません。

　本連結計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
　
　１ 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式の評価は、移動平均法による原価法によっております。
また、その他有価証券のうち市場価格のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
　

　２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備は
定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物及び建物附属設備 ８～38年
　 器具備品 ３～15年
(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とする定
額法により行っております。
　

　３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

　
　４ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用

当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
　
５ 会計方針の変更
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務
対応報告第32号 平成28年６月17日)を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設
備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による損益への影響は軽微であります。
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６ 追加情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当
事業年度から適用しております。

貸借対照表に関する注記
　
　１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 11,305百万円
短期金銭債務 1,102百万円
長期金銭債権 299百万円
長期金銭債務 2百万円

　
２ 有形固定資産の減価償却累計額 71百万円
　
損益計算書に関する注記
　
関係会社との取引高
　営業取引による取引高
　 営業収益 52,607百万円
　 営業費用 276百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
　
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　普通株式 48,925,774株
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税効果会計に関する注記
　
　１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
関係会社株式評価損 652百万円
長期未払金 153百万円
株式報酬費用 80百万円
賞与引当金 34百万円
その他 41百万円
　繰延税金資産 小計 963百万円
　評価性引当額 △654百万円
　繰延税金資産 合計 309百万円

　
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.9％
（調整）
　受取配当等の益金不算入 △30.6％
　評価性引当額 △0.2％
　その他 0.0％
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1％

関連当事者との取引に関する注記
　
　該当事項はありません。

１株当たり情報に関する注記
　
１株当たり純資産額 1,160円56銭
１株当たり当期純利益 77円66銭
　
重要な後発事象
　
　該当事項はありません。

本計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。
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